
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

(第

(第

(施策 ）

【事業の計画・実績】

【評価コメント・評価結果】

前 年 度
２次評価

― ―
評価区分

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続
　今後も衛生上の観点から、市街化調整区域に居住する市民に良質な飲料水を確保す
ることは必要であり、継続する。

２ 次 評 価

給水施設設置費を助成
井戸設置費を助成

給水施設設置費を助成
井戸設置費を助成

１件　1,000千円

給水施設設置費を助成
井戸設置費を助成

給水施設設置費を助成
井戸設置費を助成

給水施設設置費を助成
井戸設置費を助成

（※ 平成23年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成24・25年度の計画について
　　は、推進計画の計画内容を記入してください。）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

計画 実績 ※計画 ※計画 ※計画

水の安定

２ 対　　象 　市内の市街化調整区域居住者で渇水等の理由により飲料水供給施設を設置する市民。

３ 目的と内容
　市街化調整区域に居住する市民に対し、良質な飲料水の確保と安定供給を図るため、飲料水等供給施設の設
置工事に対する費用を助成する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

　申請者に対し、審査のうえ北広島市飲料水等供給施設設置補助金を交付する。
　補助金額　補助基本額（上限２００万円）の１/２

2
3
年
度

　市街化調整区域に居住する市民が、飲料水等を確保するために５０万円以上の給水施設や井戸の設置工事を
行った場合、対象経費２００万円を限度に当該工事費用の一部を、次のとおり補助する
　・補助基本額≧１００万円の場合
　　　　　　　　→（補助基本額×１／２）
　・補助基本額＜１００万円の場合
　　　　　　　　→（補助基本額－５０万円）

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

5 章） 快適な生活環境のまち

5 節） 水道の整備

2

ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 一般 補助単独区分 単独

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等 北広島市飲料水等供給施設設置事業補助金交付要綱

事務事業開始年度 昭和６０年

個別計画等〃  終了予定年度

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

644 事務事業名 飲料水等供給施設設置支援事業 担当部署 市民環境部 環境課 電話 内線８４４



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 □　法律の義務付けあり ■　法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

補助により有効利用される施設が設置されることから、費用に
見合う効果が得られていると認められる。
配水管を布設するよりも井戸の掘削や給水管の布設に要する
費用の一部を補助する方が相当に安価であり、効率的な方法
である。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

3

対象は既に井戸水等を飲料水に使用している個人の市民だ
けに限られているが、特定の個人・団体に偏っていることはな
く、対象範囲は適正である。受益者負担も１/２以上であり、適
正と考える。

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

　国民は安定して安全な水の供給を受ける権利を有しており、
当市は全域が給水区域となっている。しかしながら、配水管布
設の費用対効果により配水管の布設が困難な地域に住む市
民に対して飲料水の確保を図るのは行政の義務であり、「快
適な生活環境」のために必要な事業である。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

市民の補助要望に応じて補助するものであり、その意味では
目標達成度は高い。上水道未整備区域への個人の施設設置
補助は、日本全国で行われており、一般的かつ有効な方法で
あると考える。

目標値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

【指標の定義（算式等）】 実績値

【指標の定義（算式等）】 実績値

1 1

【指標の定義（算式等）】 実績値 1成
果
指
標

補助件数 目標値 1 1

目標値

実績値

④ 目標値

実績値

③ 目標値

実績値

実績値 1
② 目標値

平成２４年度 平成２５年度

活
動
指
標

①補助申請件数 目標値 1 1 1 1

総事業費①＋④ 1,450 1,450 1,450 1,450

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２３年度

9,000

 ④ ＝②×③ 450 450 450 450

人　件　費

② 人　数（年間） 0.05 0.05 0.05 0.05

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

一般財源 1,000 1,000 1,000 1,000

 ① 合　計 1,000 1,000 1,000 1,000

地方債

その他特財

道支出金

決算額、当初予算額又は推進計画額 1,000 1,000 1,000 1,000

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

（単位：千円）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度



別紙１ 広島市

【基本情報】

【事業概要】

(第

(第

(施策 ）

【事業の計画・実績】

【評価コメント・評価結果】

（※ 平成23年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成24・25年度の計画について
　　は、推進計画の計画内容を記入してください。）

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

645 事務事業名 休日等給水サービス業務委託事業 担当部署 水道部　業務課 電話 内線８７８

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等

事務事業開始年度 平成１２年

個別計画等〃  終了予定年度

ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 公営企業 補助単独区分 単独 新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

5 章） 快適な生活環境のまち

5 節） 水道の整備

2 水の安定

２ 対　　象 　水道使用者

３ 目的と内容
　休日等における給水装置に関する問合せや相談に対応するため、修理依頼や必要に応じた現地対応を含め
た給水サービスを実施する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

休日等給水サービス業務委託の実施
　業務委託における対応時間
　 土曜日、日曜日、祝日および年末年始等：午前９時～午後５時
出動件数（冬期間の凍結解氷を含む）
平成２０年度　３９件
平成２１年度　４５件
平成２２年度　３７件

2
3
年
度

休日等給水サービス業務委託の実施
　業務委託における対応時間
　 土曜日、日曜日、祝日および年末年始等：午前９時～午後５時

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

計画 実績 ※計画 ※計画 ※計画

評価区分

「拡大重点
化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃
止」
「終　了」

前 年 度
２次評価

―

休日等給水サービス業
務の委託

出動件数３７件
休日等給水サービス業
務の委託

休日等給水サービス業
務の委託

休日等給水サービス
業
務の委託

―

１ 次 評 価 現状継続
　休日等に給水装置に関する住民からの問合わせや相談に対応していることから、事業
を継続する。

２ 次 評 価



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

（単位：千円）

決算額、当初予算額又は推進計画額 1,820 1,990 1,959 1,959

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

地方債

道支出金

その他特財

一般財源 1,820 1,990 1,959 1,959

 ① 合　計 1,820 1,990 1,959 1,959

人　件　費

② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10 0.10

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 900 900 900 900

総事業費①＋④ 2,720 2,890 2,859 2,859

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

①出動件数 目標値
件

50 50 50

実績値 37
②給水契約件数 目標値

件
22,330 22,508 22,688

実績値 21,986
③ 目標値

実績値

成
果
指
標

処理率 目標値
％

0.22

目標値

0.22 0.2

【出動件数/給水契約件数】 実績値 0.17

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

【指標の定義（算式等）】 実績値

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　休日の水道使用者からの修理依頼に対する問合わせな
どに迅速に対応するため、水道事業が実施すべき事務事業
である。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　水道事業者の休業日において、漏水事故等に緊急対応す
ることができる。これにより上水道の安全・安心を確保する
ことが期待できる。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

　事業実施にあたっては十分コスト節減を考慮した設計に
勤めている。

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

― 　該当なし

3

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 □　法律の義務付けあり ■　法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

■ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

□ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

④ 目標値

活
動
指
標

実績値



別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

(第

(第

(施策 ）

【事業の計画・実績】

【評価コメント・評価結果】

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

646 事務事業名 水道開閉栓業務委託事業 担当部署 水道部 業務課 電話 内線８７７

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等

事務事業開始年度 平成４年

個別計画等〃  終了予定年度

ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 公営企業 補助単独区分 単独 新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

5 章） 快適な生活環境のまち

5 節） 水道の整備

2 水の安定

２ 対　　象 　水道使用者

３ 目的と内容 　年間を通じた開閉栓届出に対応するため、土日・祝日・年末年始を含めた開閉栓業務を実施する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

開閉栓委託業務については、新築・転入・転居などの開閉栓業務のほか各戸別メーターの検針や毎月の再検も
行っている。
なお、平日はシルバー人材センターに、休日等は民間会社に委託している。
　平成20年度　2,857件（平日2,685件、土日等172件）
　平成21年度　2,810件（平日2,667件、土日等143件）
　平成22年度　3,252件（平日3,073件、土日等179件）

2
3
年
度

　平成23年度　2,870件（見込み）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

計画 実績 ※計画 ※計画 ※計画

前 年 度
２次評価

― ―

　年間を通じ市民サービス
として土日・祝祭日・年末
年始を含め開閉栓業務を
実施する。
　
見込み件数2,850件
内訳　平日　2,680件
　　　土日等　170件

　平成22年度　3,252件（平
日3,073件、土日等179件）

　年間を通じ市民サービ
スとして土日・祝祭日・年
末年始を含め開閉栓業
務を実施する。
　
見込み件数2,870件
内訳　平日　2,690件
　　　土日等　180件

　年間を通じ市民サービ
スとして土日・祝祭日・年
末年始を含め開閉栓業
務を実施する。
　
見込み件数2,890件
内訳　平日　2700件
　　　土日等　190件

　年間を通じ市民サービ
スとして土日・祝祭日・年
末年始を含め開閉栓業
務を実施する。
　
見込み件数2900件
内訳　平日　2,710件
　　　土日等　190件

（※ 平成23年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成24・25年度の計画について
　　は、推進計画の計画内容を記入してください。）

１ 次 評 価 現状維持 　委託業務として年間を通じて、適切に業務が行われていることから事業を継続する。

２ 次 評 価

評価区分

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

（単位：千円）

決算額、当初予算額又は推進計画額 6,816 7,050 7,050 7,050

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

地方債

道支出金

その他特財

一般財源 6,816 7,050 7,050 7,050

 ① 合　計 6,816 7,050 7,050 7,050

人　件　費

② 人　数（年間） 0.03

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 270 0 0 0

総事業費①＋④ 7,086 7,050 7,050 7,050

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

①開閉栓業務実施件数 目標値
件

2,850 2,870 2,890 2,900

実績値 3,252
②給水件数 目標値

件
22,131 22,330 22,508 22,688

実績値 21,986
③ 目標値

件
実績値

成
果
指
標

開閉栓業務実施率 目標値
％

12.9 12.9

目標値

12.8 13.6

【開閉栓実施件数/給水件数】 実績値 14.8

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

【指標の定義（算式等）】 実績値

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
行政が事業実施主体であり、公平性の観点からも妥当な事業
である。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
平日と業務時間外の土・日曜日・祝日の対応をしており委託
業務の目的は達成している。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3 民間に委託することにより効率的に実施されている。

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

― 該当なし

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 □　法律の義務付けあり ■　法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

■ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

□ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

④ 目標値

実績値

活
動
指
標



別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

(第

(第

(施策 ）

【事業の計画・実績】

【評価結果・評価コメント】

現状継続
　社会環境の変化、人口・水需要推計などから需要増加水量の減少が見込まれるた
め、平成16年度に事業再評価を行い平成18年度に規模縮小となる事業認可（軽微）の
変更を行い、現事業認可に基づき事業を継続する。

前 年 度
２次評価

― ―

水道管理ｾﾝﾀ-電気計装設
備工事
水道管理ｾﾝﾀ-外構工事
竹山配水池受水連絡管外
布設工事
配水管整備　L=470m

水道管理ｾﾝﾀ-電気計装設
備工事
竹山配水池受水連絡管外
布設工事
配水管整備　L=601m

水道管理ｾﾝﾀ-外構整備
西の里配水池受水連絡
管布設工事
輪厚地区配水管整備実
施設計委託
配水管整備

輪厚地区配水管整備工
事（輪厚工業団地）
配水管整備
千歳川水系受水施設電
気設備実施設計委託

２ 次 評 価 現状継続 　輪厚地区配水管整備工事（輪厚工業団地）等の着手により事業が拡大となる。

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価

西の里配水池耐震補強
設計委託
配水管整備
千歳川水系受水施設電
気設備工事

（※ 平成23年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成24・25年度の計画については、推進計画の計画内容を記入してください。）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

計画 実績 ※計画 ※計画 ※計画

２ 対　　象 　水道施設及び配水管、水道使用者

３ 目的と内容
　給水区域内への上水道の安定供給を図るため、水道第5期拡張事業により水道施設及び配水管の整備を実施
する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

　竹山配水池(H8～H11)、共栄調整槽(H12～H13)及び輪厚配水池(H15～H18)の建設や西の里配水池圧送ポンプ
の増設(H19)、水道管理センター建築(H20)、電気計装設備（H21・H22）の整備を行い、水の安定供給と効果的な運
用を図った。

2
3
年
度

　平成23年度は、輪厚地区配水管整備実施設計委託・水道管理ｾﾝﾀ-外構整備・西の里配水池受水連絡管布設
工事・配水管整備を行う。

継続

１ 総合計画体系

5 章） 快適な生活環境のまち

5 節） 水道の整備

2 水の安定

〃  終了予定年度 平成４２年

ソフト・ハード区分 ハード事業 会計区分 公営企業 補助単独区分 単独 新規継続区分

水道部 水道施設課 電話 内線８７７

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等 　水道法第10条第1項

事務事業開始年度 平成８年

個別計画等

総合判定 平成24年度に向けた具体的な方向性
評価区分

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

647 事務事業名 水道第５期拡張事業 担当部署



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

活
動
指
標

実績値

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

3

④ 目標値

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 ■　法律の義務付けあり □　法律の義務付けなし

拡張事業に要する費用の一部を新規需要者と既存需要者と
の負担の公平性を図るため、加入金として徴収を行っている。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

　第５期拡張事業での配水池などの貯留施設は、平成18年度
で100%目標を達成しており、給水区域内人口に対する整備率
は99.4%である。また、貯留施設や配水管の整備により、公衆
衛生の向上と生活環境の改善ができることから有効である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　石狩東部水道企業団からの全面受水であることから、配水
池などの貯留施設の増強や配水管の整備を行うことで、上水
道の安定した供給と効率的な運用を図る。

成
果
指
標

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

　飲料水の確保は、国及び地方公共団体の責務とされ、上位
施策と整合を図りながら整備を行っている。
水道においても規制緩和が進められているが、現段階では企
業等による水道事業の実施の可能性はない。

99.4 99.4

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

【指標の定義（算式等）】 実績値

【現況貯留量/目標貯留量】 実績値 100 100

実績値 99.4

目標値

100

　　　　　　　　 　- 　　　　　　　　 　-　　　　　　　　 　-

99.4

100 100

100 100

99.4

0 0

配水池貯留容量の増強:達成率 目標値
％

整備率(人口比率) 目標値
％

【整備済地区人口/行政区域内人口】

100

③(未普及人口) 目標値
人

0 0

実績値 345 　　　　　　　　 　- 　　　　　　　　 　- 　　　　　　　　 　-

　　　　　　　　 　- 　　　　　　　　 　-

実績値 　　　　　　　　 　- 　　　　　　　　 　- 　　　　　　　　 　- 　　　　　　　　 　-

20,310

20,310
②未普及解消人口 目標値

人
　　　　　　　　 　- 　　　　　　　　 　-

実績値 20,310 20,310

①配水池貯留容量 目標値
㎥

20,310 20,310 20,310

20,310

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２５年度

総事業費①＋④ 106,503

18,000 13,500 22,500

61,506

13,500

平成２３年度 平成２４年度

55,600 195,960

1.50 2.50 1.50

9,000③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

42,100 173,460 48,006

 ① 合　計 88,503 42,100 173,460 48,006

その他特財

地方債

道支出金

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

一般財源 88,503

人　件　費

② 人　数（年間） 2.00

 ④ ＝②×③

48,006

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

決算額、当初予算額又は推進計画額 88,503 42,100 173,460

（単位：千円）



別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

(第

(第

(施策 ）

【事業の計画・実績】

【評価コメント・評価結果】

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

681 事務事業名 石狩東部広域水道企業団繰出金 担当部署 企画財政部 財政課 電話 内線626

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等
地方公営企業法第17条の2
地方公営企業繰出基準（総務省自治財政局長通知）

事務事業開始年度 昭和５５年

個別計画等〃  終了予定年度

補助単独区分 単独 新規継続区分 継続ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 一般

１ 総合計画体系

5 章） 快適な生活環境のまち

5 節） 水道の整備

2 水の安定

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

　「地方公営企業繰出基準」に基づく、「上水道の水源開発に要する経費」及び「上水道の広域化対策に要する経
費」としての石狩東部広域水道企業団に対する繰出金及び出資金
・夕張シューパロダム建設に係る経費について、国庫補助対象事業費の３分の１を構成団体が負担
・漁川ダム建設に係る経費について、国庫補助対象事業に係る起債元利償還金の３０分の７を構成団体が負担

2
3
年
度

　「地方公営企業繰出基準」に基づく、「上水道の水源開発に要する経費」及び「上水道の広域化対策に要する経
費」としての石狩東部広域水道企業団に対する繰出金及び出資金
・夕張シューパロダム建設に係る経費について、国庫補助対象事業費の３分の１を構成団体が負担
・漁川ダム建設に係る経費について、国庫補助対象事業に係る起債元利償還金の３０分の７を構成団体が負担
出資金（シューパロ分）23年度 21,397千円
繰出金（漁川分）　　　23年度　3,596千円

２ 対　　象 　石狩東部広域水道企業団

３ 目的と内容
　石狩東部広域水道企業団からの用水供給のため、「地方公営企業繰出基準」に基づく「上水道の水源開発に要
する経費」及び「上水道の広域化対策に要する経費」を企業団に対する繰出金及び出資金により構成団体が権利
水量に応じた負担をする。

※計画 ※計画

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

　繰出基準に基づく繰出金及び出資金は、国の制度に係るものであり、石狩東部広域水
道企業団用水供給事業の経営の安定及び財政基盤の強化に資するため引き続き実施
していく。

２ 次 評 価

※計画

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

石狩東部広域水道企業団
に対する繰出金及び出資
金
 35,465千円

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

計画 実績

（※ 平成23年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成24・25年度の計画について
　　は、推進計画の計画内容を記入してください。）

前 年 度
２次評価

― ―
評価区分

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

平成２４年度 平成２５年度

決算額、当初予算額又は推進計画額 35,465 24,993 26,955

（単位：千円）

平成２２年度 平成２３年度

25,383

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

道支出金

地方債 28,500 21,300 25,000 25,000

その他特財

 ① 合　計 35,465 24,993 26,955

一般財源 6,965 3,693 1,955 383

25,383

人　件　費

② 人　数（年間）

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000

35,465 24,993 26,955

9,000 9,000

 ④ ＝②×③ 0 0 0 0

③

25,383

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

総事業費①＋④

事
業実績値

②支出金額 目標値 千
円実績値

1

1 1 1 1

35,465

35,465 24,993 26,955 25,383

実績値

目標値

実績値

目標値

成
果
指
標

水利権取得量 目標値
㎥

④

活
動
指
標

①企業団の数 目標値

0 0

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

0 0

【指標の定義（算式等）】 実績値 0

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　安定的に水源を確保することは、自治体の妥当な役割と判
断できる。

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

　夕張シューパロダムの完成が平成24年度から26年度に延期
され、水利権の取得時期も延期される予定である。本市の水
道の供給量はまだ逼迫しておらず、当面の影響は少ないが、
将来の水道水の安定供給のため水源を確保することは重要
である。

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　１自治体で水源を確保することは困難であり、各構成団体が
企業団を組織し、当該企業団に対し水道用水の安定供給を図
るための負担を行うことは効率的である。

□　法律の義務付けあり ■　法律の義務付けなし

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

3
　確保した水源を活用し、広く市民に水道が供給されることと
なる。

公
平
性
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